
令和２年７月１日号5

国民健康保険ガイド

●対象世帯・減免割合
①新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡

又は重篤な傷病を負った世帯
　→全額
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主

の事業収入等（事業・不動産・山林・給与収入）
の減少が見込まれる世帯※

　→一部を減額
　※該当となる世帯の要件は世帯主が次の条件に全
　て当てはまる場合です。

⑴事業収入等の年間で見込まれる収入額から補て
んされる保険金などを控除した額が前年に比べ
て30％以上減少する見込みであること

⑵前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
⑶収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の

所得の合計額が400万円以下であること
●減免対象期間
　令和２年２月～令和３年３月

●申請方法
　減免申請書及び以下の書類を７月27日㈪までに下
記へ郵送（必着）
①に該当する世帯･･･死亡診断書又は医師の診断書
②に該当する世帯･･･収入見込申告書、現在の収入

が分かる資料（帳簿、給与明細書など）、補填さ
れる保険金などがある場合は金額が分かる資料、
事業を廃止・失業した場合はその内容が分かる資
料（廃業届、事業主の証明など）、令和２年１月
２日以降に本庄市に転入した方は前年の収入が分
かる資料（確定申告書の控え、源泉徴収票など）

※申請書及び詳細は、市ホームページをご覧いただ
くか、保険課までお問い合わせください。
●郵送先
　〒３６７-８５０１　本庄市本庄３-５-３
　本庄市役所保険課

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した
被保険者等の国民健康保険税の減免について

　現在の「国民健康保険限度額適用認定証（又は限度
額適用・標準負担額減額認定証）」の有効期限は、７
月31日㈮です。
　８月以降も引き続き、入院治療や高額な外来診療
を受ける場合は、更新の手続きをしてください。
●更新期間　７月８日㈬～８月31日㈪
●受付窓口
　保険課（市役所１階）、支所市民福祉課（アスピ

アこだま内）
●用意
　国保の保険証、印鑑（朱肉を必要とするもの）、

マイナンバーのわかるもの
※国民健康保険税に滞納があると、認定証の交付を
受けられません。
※転入や未申告等で所得が不明な場合、上位所得者
の区分となります。

限度額適用認定証とは

　国民健康保険の加入者が１か月に１つの医療機関
で高額な治療を受ける場合、窓口に提示すると、支
払いが自己負担限度額までになるものです。ただし、

差額ベッド代などの保険が適用されないものや入院
中の食事代は、別に支払いが必要です。
　更新期間を過ぎても随時申請できますが、認定証
は、申請した月の初日から有効となります。月をさ
かのぼって発行できませんのでご注意ください。
70歳～74歳の方へ
　次の①②のいずれかに該当する方は、医療機関で
限度額までの支払いとするために、認定証の更新又
は申請が必要です。
①住民税非課税世帯の方
②住民税課税世帯で課税所得が145万円以上690万円

未満の方
※①②に該当しない方は「保険証兼高齢受給者証」
が認定証の代わりになるため、申請は不要です。
※認定証を医療機関に提示しなかった場合、自己負
担額を超えた支払い分は、後から高額療養費の支給
対象となります。
　７月は窓口が大変混み合います。早急に使用する
予定がない方は８月以降に申請してください。７月
に申請する際は、比較的空いている午後の来庁にご
協力ください。

国民健康保険限度額適用認定証の更新をお忘れなく

　本庄市国民健康保険に加入し、給与等の支払いを
受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染
した場合、又は発熱などの症状があり感染が疑われ
る場合に、勤務を休みやすい環境を整えるため傷病
手当金を支給します。
●対象（全てに当てはまる方）
・本庄市国民健康保険に加入していること
・雇用されていて給与等の支払いを受けていること
・新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱

などの症状があり、その療養のために連続して４
日以上仕事を休み、給与等の全部又は一部の支払
いを受けることができないこと

●対象期間
　令和２年１月１日から９月30日までの間で療養の
　ため勤務することができない期間（入院が継続す

る場合等は最長１年６か月まで）
●支給日数
　対象期間のうち、勤務を予定していた日数（最初
の３日間は除く）
●支給額
　直近の継続した３か月間の給与収入の合計額÷ 
　就労日数×３分の２×支給日数
●申請方法
　申請書に必要事項を記入のうえ、下記へ郵送
※申請書は市ホームページをご覧いただくか、保険
課までお問い合わせください。
●郵送先
　〒３６７-８５０１　本庄市本庄３-５-３
　本庄市役所保険課

給与等の支払いを受けている方が新型コロナウイルスに
感染した場合等に傷病手当金を支給します

★保険課25-１１１６

　７月31日で現在の保険証の有効期限が切れるため、
７月中旬に新しい保険証を郵送します。不在時でも
受け取れるよう、配達状況が記録され、ご自宅の郵
便受けに配達される「特定記録郵便」で送付します。
　新しい保険証（ピンク色）が届いたら記載内容を
確認し、現在お使いの古い保険証（灰色）は、８月
１日以降にご自身で破棄してください。
　保険証には個人情報が記載されていますので、破
棄の際には裁断するなどして、内容が読み取られな
いようご注意ください。
　保険証に関する問い合わせは下記へ。
○本庄地域在住者
　保険課（市役所１階）☎25-１１１６
○児玉地域在住者
　支所市民福祉課（アスピアこだま内）
　☎72-１３３３

▶高齢受給者証と保険証が１つになりました
　国民健康保険に加入している70歳から74歳までの
方には、保険証とは別に医療費の自己負担割合が記
載された高齢受給者証を交付していましたが、８月
１日からは、保険証と高齢受給者証が１枚のカードと
なった｢国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証｣（以
下『保険証兼受給者証』という）を交付します。
　対象者には７月中旬に新しい保険証兼受給者証を
郵送します。これから70歳になる方は、70歳の誕生
日の翌月（１日が誕生日の方はその月）から保険証
兼受給者証が使用できるため、誕生月の月末（１日
が誕生日の方は前月末）に発送します。

国民健康保険被保険者証(保険証)を特定記録郵便で郵送します

▼新しい保険証（イメージ）
①高齢受給者証の表

記が追加されて
います。

②医療費の自己負担
割合が記載され
ていますので確
認してください。

②

①
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